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社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

改
正
の
趣
旨

特
殊
法
人
等
改
革
基
本
法
に
基
づ
く
特
殊
法
人
等
整
理
合
理
化
計
画
を
実
施
す
る
た
め
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金

（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
基
本
金
に
関
す
る
規
定
の
廃
止
、
役
員
の
選
任
に
係
る
政
府
の
関
与
の
縮
小
等

の
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
二

改
正
の
要
点

一

政
府
の
拠
出
を
含
む
基
本
金
に
関
す
る
規
定
を
廃
止
す
る
こ
と
。
（
旧
第
四
条
関
係
）

二

理
事
の
選
任
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
委
嘱
を
廃
止
し
、
基
金
に
お
い
て
選
任
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
認
可
す
る

こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
条
関
係
）

三

基
金
の
業
務
に
、
基
金
の
設
立
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
業
務
を
加
え
る
と
と
も
に
、
当
該
業
務
を
行
お
う
と

す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
五
条
関
係
）

四

会
計
に
係
る
規
定
の
一
部
を
廃
止
す
る
こ
と
。
（
旧
第
十
五
条
の
二
か
ら
旧
第
十
五
条
の
四
ま
で
関
係
）

五

毎
事
業
年
度
末
に
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
財
産
目
録
及
び
事
業
状
況
報
告
書
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
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を
廃
止
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
五
条
関
係
）

六

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
三

施
行
期
日
等

一

こ
の
法
律
は
平
成
十
五
年
十
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
経
過
措
置
に

関
す
る
規
定
の
一
部
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

基
金
は
、
施
行
日
に
、
改
正
前
の
規
定
に
よ
り
政
府
が
基
金
に
拠
出
し
た
額
に
相
当
す
る
金
額
を
国
庫
に
納
付
し
、
政

府
以
外
の
保
険
者
が
基
金
に
拠
出
し
た
額
に
相
当
す
る
金
額
を
当
該
政
府
以
外
の
保
険
者
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
三
条
関
係
）

三

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
と
と
も
に
、
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
等
を
行

う
こ
と
。


